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 今後の施策  
（１）発症予防 

○ 脳卒中を予防するための生活習慣の改善をめざし、脳卒中やその危険因子に関

する知識や情報を提供するとともに、代表的な危険因子に関する学習の機会や場

を提供します。 
○ 脳卒中の危険因子である高血圧を予防・改善するため、家庭や外食産業への働き

かけによる「減塩」への取組や、市町村を含めた「運動」への取組の環境整備を行

います。 
○ 脳卒中やその危険因子の早期発見、早期治療のために、健診を受けやすい体制を

強化するとともに、精密検査が必要な人が医療機関を適切に受診できるように勧

奨します。 
○ 各市町村で行われる脳卒中を予防するための運動教室や食生活改善の取組を支

援します。 
 
（２）応急手当・病院前救護、急性期医療 

○ 本人及び家族等周囲にいる者に対し、発症後または発症が疑われる場合は速や

かに救急搬送を要請するなどの対処を行うよう普及・啓発を推進します。 

○ 救急隊、かかりつけ医、急性期を担う医療機関が連携し、速やかに専門的治療が

受けられるよう、「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」やＩＣＴの活用により医

療機関情報の共有を促進するなど救急搬送体制の充実を図ります。 
 
（３）回復期、維持期・生活期のリハビリテーション、在宅療養支援 

○ 急性期から回復期、維持期・生活期の一貫したリハビリテーション、退院後のか

かりつけ医などによる継続的な療養管理が提供できるよう、切れ目のない医療が

行われる体制づくりを推進します。 
○ 脳卒中の後遺症としての口腔機能の低下による誤嚥性肺炎等を防止するため、

歯科診療所との連携による口腔の衛生管理や、摂食嚥下リハビリテーション等の

普及を促進します。 
○  医療・介護等の多職種が協働し、患者に対する支援の充実と、それを支える社会

基盤の整備とを同時に進めていく地域包括ケアシステムの実現に向けて、市町村

が中心となって地域の関係者と現状把握や課題抽出を行い、効果的な施策が実行

できるよう、広域的な専門職向けの研修を通じた人材育成や伴走型支援を実施し

ます。 
（目標） 

項   目 現 状 目 標 
（令和 11(2029)年度） 

脳血管疾患年齢調整死亡率 

（人口 10万人対） 

男性 100.7（R2） 

女性 59.4（R2） 
減少 

（参考指標） 

項   目 現 状 
ｔ－ＰＡによる脳血栓溶解療法実施症例数 80例 

※二次医療圏単位で10未満の数値は非公表とされているため、その数値は含まない。 


